
    事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 11 月 13 日 

                                          

各都道府県教育委員会担当課  

各指定都市教育委員会担当課  

各都道府県私立学校主管部課  

構 造 改 革 特 別 区 域 法 

第 12 条第 1 項の認定を受けた各地方公共団体の担当課    

各 国 公 私 立 大 学 担 当 課  

各 公 私 立 短 期 大 学 担 当 課  

各国公私立高等専門学校担当課  

厚生労働省医政局医療経営支援課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課   

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

文部科学省高等教育局学生・留学生課 
   

性犯罪・性暴力被害者のための 

ワンストップ支援センターの周知等について（依頼） 

 

 

 性犯罪・性暴力は被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり，その心身

に長期にわたり重大な影響を及ぼすため，その根絶に向けて社会全体で取り

組む必要があります。 

各都道府県に設置されている性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップセ

ンター（以下「ワンストップ支援センター」という。）は，被害直後から総合的

な支援を行うことで被害者の心身の負担を軽減し，その健康の回復を図る組織

であり，電話相談，面談相談の他，病院や警察への同行支援や医療費負担にも対

応しています。 

このため，性暴力の被害者がワンストップ支援センターに速やかにつながる

ことができることが必要であり，「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（令和２

年６月 11 日決定）においても，ワンストップ支援センター等の相談先を教育委

員会・学校等に周知することとされております。 

つきましては，各都道府県・指定都市教育委員会におかれては，所管の学校

（専修学校・各種学校を含む。以下同じ。）及び域内の市町村教育委員会等に

対して，各都道府県におかれては，所轄の私立学校に対して，各国公立大学・

各公立短期大学におかれては，学内及び附属学校に対して，構造改革特別区域

法第12条第１項の認定を受けた地方公共団体におかれては，所轄の学校に対し

て，厚生労働省におかれては，所管の専修学校に対して，別添に記載されて

いる各都道府県におけるワンストップ支援センターの連絡先を周知するとと

本事務連絡は，性犯罪・性被害に関し，各都道府県に設置されている相談機関「ワン

ストップ支援センター」について周知するものです。 

御中 



もに，教職員や生徒等への適切な周知を要請いただくようお願いします。 

周知にあたっては，地域の実情に応じて，知事部局，地域のワンストップセン

ター等の関係機関と密接に連携し，SNS 等様々な手法を用いるなど，学校，教職

員，生徒等への効果的，適切な周知に御配慮をお願いします。 

また，本年 10 月１日からは，ワンストップ支援センター全国共通短縮ダイヤ

ル「＃８８９１」（はやくワンストップ）も始まりました。併せて，令和３年１

月 30 日まで，若年層がより相談しやすいように，性暴力に関する SNS 相談「Cure 

Time（キュアタイム）」を実施しています。これらについても機会を捉えて生徒

等への周知にご協力いただくようお願いします。 

もし，児童生徒等が性暴力の被害を受けた際には，ワンストップ支援センタ

ー等の関係機関と連携いただきつつ，被害を受けた児童生徒等に親身に寄り

添い，安心して学業に取り組める環境を提供いただくよう御配慮をお願いし

ます。 

なお，本件に関しまして御不明な点等がありましたら，担当までお問い合わ

せください。 

 

別添： 行政が関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター（一覧） 

 

（参考） 

内閣府 web サイト「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」等掲載ページ 

（URL：http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/measures.html） 

性暴力に関する SNS 相談「Cure Time（キュアタイム）」 

（URL：https://curetime.jp/） 

【本件担当】 
文部科学省 総合教育政策局             
男女共同参画共生社会学習・安全課 
男女共同参画企画係                              
電話：03-5253-4111(内線 3073)    
E-mail：danjo@mext.go.jp                                    
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ﾔ
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